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加
奈
陀

H

業
紛
議
調
査
法 

の

實

績

:

堀

江

歸

一

:

卿

，加
奈
陀
殖
民
地
、が
千
九
百
七
年

H

業

.紛

議

調

査

法 

(Industrial Disputes Investigation A
c
t
.)

を
制
定
し

鑛
粉
議
の
解
決
に
資
し
て
以
來
旣
に
數
年
を
®
過
し 

杞
6
0:

英
國
畋
府
は
曩
に
商
務
院
所
M

H
業
紛
議
調
查. 

垂
員
サ

I

ヽ

デ

ヨ

ー

デ

、

アス

/ /
,

' /
ィ

ス
を
加
奈
陀
に
派 

遺
し
て
、
親
し
く
右
法
律
の
運
用
を
調
靈
せ
し
め

f
cる 

於

、
ア
ス
グ
ウ
ィ
ス
庞
は
今
囘
報
告
を
商
務
院
長

\

ツ 

ク
ス
ト
ン
氏
に
基
す
る
と
共
に
、
之
を
®
間
に
發
表
し 

^
7
9
0

 

.
.
I
Î
P
O
r
t
‘_ to... .
t
h
e
.

:wp
a
r
d

 

o
f

 

T
r
a
d
e

 

o
n
. 

...the

Industrial Disputes Investigation 
A
c
t

 

o
f 

1907. 

cd. 6
6
0
3
.

是
れ
な
6

0
本
報
告
に
揭
げ
ら
作̂ 

る
議
論
#
に
敍
事
は
同
盟
罷
業
趼
題
の
研
究
に
資
す
る 

|

所
少
な
か
ら3'
'
る
を
以
<
、
左
に
其
要
領
を
譯
出
すo 

千
九
百
七
年
の

H

業
紛
議
調
査
法
制S
以

前U
、

'エ 

|

業
紛
K
に
關
し
て
、W
奈
陀
ic
行
は
れ
^
る
法
制
i
し 

て
擧
ぐ
可
き
名.の
は
、
卽
ち
千
九
百
年
の
和
解
法
に
し 

I. 

V
、

此
法
律
は
千
八
百
九
十
六
年
英
國
に
於

y

制
宽
せ 

|

ら
れ
把
る
和
解
法
に
從
な
、
任
意
和
解
の
主
義
を
以

v

 

i

ー
賞
し
、
唯
勞
働
事
務
局
の
組
織
に
就
<
規
定
し
杧
る 

|

點
を
以
て
、
英
國i
異
な
る
所
i
す
る
の
み
o
次
；5
で
： 

千
九
百
ニ
年
勞
働
事
務
局
組
織
せ
ら
れ
、
サ
资
、
.ゥ
ィ 

リ
.ヤ
ム
、

マ
ロ
ツ
グ
其
長
官
と
爲
6
ヽ
マ
ツ
ヶ
ン
デ

I
、 

.•キ
ベ

V

グ
氏
次
長
と
し

V
、

事
務
を
開
始
す
る
や
、
同
年 

|

加
奈
陀
太
平
洋
鐵
道

.
U

起
れ
.る
^
^
に
顧
み

V

、
'
.
尊
ら
' 

鐡
道
會
社
i
鐡
道
現
業
員
と
の.間
：に
存
す
る
勞
働
狀
態.
 

に
就
て
調
*
攻
究
の
步
を
進
め
、
其
結
果
と
し
て
、
千 

:

九
.百
1ニ‘年
鐵
遒
勞
働
紛
議
叛0
,制
定
を
告
げ
杧6
。
：
.：此

I

 

.

1

1

1 

:

. 

.
也
四

由
是
觀
之
、物
價
騰
貴
の
原
因
と

し

て
大
_
太

5

擧
げ
た
る
三

原

因

卽

ち

通

貨

の
膨

腸

、
外

 

贽
の
輸
入

^

に
租
桃
の
增
徵
中
通
貨
の
服
膨
と
外
資
輸
入

は
同
格
の

性

質

を
有
す
る

名

の
に 

同

一
原
因
の

異

な

れ

る

作

用階
梯
を
代
表
せ
る
に
過
ぎ
ず
。次
に

a

桃
の
增
徵 

1

原
因

i
數

ふ

る
こ
と
を

得

る

嗽
其
租
稅
の
增
徵
に

依

6

て，
目

的
貨
物
の

生 

減
少
せ

し

と

き
に
限
れ

6

ゴ

れ

ど
大

_

大
踣
财
之

を

以

.
て
物

價

騰

貴

の

一
原 

は
盡
し
此
關
係
を
論
據
と
せ
る
於
爲
め
に
非
ず
し
て
、貨
物
の
價
袼
は
生
產
餐

非
ず
し
て
、單
に 

を
物
價
騰
貴
の 

摩

&

絕
對
的
に 

因
i

看
做
せ

し

ic
f 

6
て
定
，
ま
^
名

の

な
6
 

i
の

所

請

生

產

費

說

に

囚

は

れfc
る
，
'が
故
な
ゐ
ベ
し
。
•

(

完
ノ



法
律
は
其̂

®

の
範
圍
を
鐵
遒
關
係
の
紛
鐵
：
IC
0

み

限
.

れ
る
名
の
な
る
奴
、
鐵
道
業
：に
粉
議
發
生
し
：：て
、
：同

盟■'

罷
業
E

は
同
盟
解
傭
を
惹
起
し
、.爲
めU

乘
客
若
し
ぐ
、

は
從
業
者
の
'生
命
を
傷
け
、
或
は
乘
客
、
郵
便
物
、
貨

物
の
規
;#
あ
6
、
且
つ
安
全
な
る
輸«
を
^

#
せ
ん
i

す
る
場
合
、
叉
は
現
實
に
同
盟
罷
業
、
同
盤
解
傭
の
發

生
し
杧
る
場
合
に
、
事
件
を
和
解
委
員
會
の
議
に
附
し

同
藥
員
會u

於
て
解
決
せ̂

6
し
場
合
に
、E
に
之
を

伸
裁
局
の
議
に
附
す
る
を
主
眼
と
し
、
.
和
解
甕
員
會
の

權
能
は
單
に
紛
議
を
解
決
す
る
爲
め
に
、
友
誼
的
職
務

を
致
す
に
反
し
、
伸
裁
；局
は
文
書
の
提
出
々
參
考
人
の
，

出
席
、
宣
誓
の
下
に
於
け
る
證
言
の
陳
述
を
命
ヒ
、
併

せ
て
解
決
の
條
件
を
示
す
の
權
能
を
有
す
る
こ
と
、
し

. 

^

6

0

斯
く
て
：千
九
百
年̂
1C
千
九
亘
一
一
年
の
法
律
は
千
九 

百
六
年
の
法
律
を
以

V

統

1せ
ら
れ
杧
る
似
、
其
施
行 

の
成
績
甚
だ
良
好
に
し
て
、
千
九
百
一
一
一
年
ょ

6
千
九 

百
七
i

行
のH

業
紛
議
調
査
法
の
施
行
せ
ら
る
V,
ま

:

^

鐵
道
業
^
同
盟
罷
業
の
發
生
し
祀
る
事
實
に
接
せ
. 

次
^

O

き
。：
此
成
功
を
陴
し
杧
る
理
由
は
之
を
推
究
す
.る 

1C
難
か
ら
梦
。
'養
し
右
法
律
の
發
布
後
鐵
道
現
業
者
組 

|

合
役
員
の
態
度
は
他
の
職
業
亡
於
け
：る
職

H

組
合
の
指 

:

導
者
i
趣
を
異
に
し
、
同
盟
罷
業
に
依
て
，
鐵
遒
業
を
停 

\

廢
す
る
と
を
以

y

ヽ
最
後
に
取
る
可
き
手
段
と
し

V
、

始 

め
て
認
容
し
得
る
を
認
：む
る
と
共
に
、
公
§

此
最
後 

の
手
段
の
行
は
る>
lc
先
だ
ち
て
、
紛
議
の
解
決
に
努 

一
カ
す
る
.に
至
れ
る
を
以ノレな
6
。
隨
て
其
結5|
と
し
< 

加
奈
陀
鐵
道
業̂
關
係
す
，る
職
エ
組
合
《
能
く
千
九
哲 

三
年
®
に
千
九
節
七
年0:
立
法
の
精
神
を
理
解
し
、
紛 

議
發
生
しV、

將
IC
-同
盟
■
業
に
接
せ
ん
と
す
る
や
、 

之
を
和
解
局
に
通
告
す.る
に
.至
れ
6
。
是
れ
公
衆-to
：
其 

安
寧
を
脅
於
す
奴*
き
問
题
に
就
て
、
通
告
を
受
け
、

I

而
しv
之
を
解
決
し
て、
_事
業
を
停
廢
す
る
に
至
ら
し 

•.爹

る
：權
利
を
有
す
る

t

i
の
理
論
が
漸
く
加
奈
陀
に 

於
て
認
め
ら
れ
^
る
の
證
左
と
す
可
し
。
或
«
之
に
對 

し
て
、
社
會
公
衆
に
最
大0
.不
便
2
損
失
と
を
加' へ
、
以

て
、
傭
者
を
厭
迫
す
る
反
對
の
政
策
を
主
張
す
る
多
の 

あ
6

と
雖7

5
P、

斯
の
如
き
は
输
理
に
背
き
、
善
提
«
る 

國
民
の
行
動
に
反
し
、
公
凝
の
權
利
を
蹂
躏
す
る
の
甚 

だ
し
き
名
の
に
し
て
、
傭
者
放
に
被
傭
者
の
雙
方
に
對 

し
<

、
前
者
の
政
策
を
以
て
、
有
利
な6

と
せ
^
る
可 

/J
7
ら
ず 

o
.

I
I

千
九
百
七
年
のX
業
紛
議
調
査
法
は
上
述
の
計
畫1C 

1步
を
進
め
杧
る$
の
に
し
<
、
其
目
的
と
す
る
所
は 

エ
業
紛
議
に
於
て
、
第
三
者
の
地
位
に
届
る
公
衆
の
利 

害
關
係
を

承
！！

し
、
靈

こ
者
を
し
-c
政
府
を
通
ヒ
て
、
彼 

等
の
利
害
に
關
す
る
紛
議
に
發
言
せ
し
め
、
殊
に
事
業 

停
廢
の
以
前
に
發
言
せ
し
ひ
る
の
諸
點
に
存
す
。
而
し 

て
此
#
認
は
事
#
^
^
の
以
前
诞
に
以
後
に
及
ぶ
と
共 

に
、一

方
に
は
斯
く
第
三
者
の
利
害
を
尊
重
す
る
場
合 

を(

一)

鐡
道
、鑛
山
、海
運
其
他
發
益
事
業
，に
燭
す

f

 

の
に
し
て
、
其1?
罾
舻
國
民
の
幸|0
に
重
大
な
る
關
係 

あ
る
名
の
に
限6
、(

ニ)

事
業
の
停
廢
を
全
然
禁
止
せ

卞
し
て
、
停
廢
す
る
權
利
»

脬
的
禁
應
を
加
ふ
る
乙 

と
、
し
*

6

。

エ
業
粉
議
調
赍
法
成
立
に
對
し
て
、
直
接
の
動
機
i

\

爲
れ
る
は
、
ア
ル
べ
ル
タ
、
レ
ス
ズ
リ
.
ッ
デ
に
於
け
る

\

«
夫
の
間
に
長
期
の
同
盟«
業
發
生
し
、
西
部
加
奈
陀 
|

に
於
け
る«
炭
の
供
紛
：に
異
變
を
來

3
ん
と
す
る
の
一 
|

事
に
存
し
把6。
此
紛
譏
，は
勞
働
事
務
局
次
長
キ
ン
グ 

一
氏
の
斡
旋U

侬
て
、

一
且
解
決
せ
ら
れ̂
れ

ど

名

、
.
爾 

\

後
西
部
加
奈
陀

U

於
け
る
炭
坑
夫
と
坑
主
と
の
關
係
は 

I

必
ず
し
名
圓
滿
な
云
ふ
能
は
卞
。
兩
者
互
に
團
結 

\

し
て
、
相
對
立
し：'
條
件
を
^

®し
て
、
紛
饞
を
解
決 

I

す
る
か
、
或
は«
方
の
»
カ
を
試
み
る
爲
に
#
^
す
る 

4
、

前
途
の
變
測6
_
く
、
若
し
$
冬
期
に
臨
ん
で
、

I

事
變
に
接
せ
ん
か
、
公
衆
の
.
蒙
る
掼
失
多
大
な
る
可
き 

$ 

.の
狀
を
.呈
し
^
^
。̂
：
之
ょ
6
以
前
、
キ
.ン
グ
氏
^
レ
.ス
' 

ズ
リ
ッ
デ
の.同
盟I

能
業
を
解
決
す
る
や
、
'-
'斯
る
罷
業
0 

國
家
に：

及
ぼ
ず
危
險
救
忙
損
失
に
就
て
、
勞
働
事

.

務
局 

に
報
告
し
、
併
せ<
之
に
#
す
る
方
策
を̂

»
し
杧
6
。



此
意
見
はH

業
粉
®

調
®

法
制
定
の
必
要
を
明
に
し-t
e

 

る
名
の
を
以
て
、
左
に
其
要
領'

を
揭
t

o

今
將
に
成
立
.じ
杧
る
解
決
'に
於
て
、
爾
©

事
'者
は 

分
衆
に
大
な
る
危
機
を
招
く
に
顧
み
て
、
之

を

成

立

| 

せ
し
ひ
る
に
勉
め
杧
ろ
と
雖
名
、
呰
し
名
彼
等
に
し 

•

斯
る
道
義
齡
觀
念
に
働/;
>

3

れ
5'
'

6

し
な
ら
ん
に 

は
、
其
成
立
の
期
し
難
於6

し
や
、
論
を
俟
杧
梦0 

證
二
者
の
利
害
關
係
ょ6

見
れ
ば
、
雨
者
の
紛
举
は 

全
然
利
己
的
に
し
て
、
或
は
繼
續
す
る
紛
議
の
爲
め 

に
、
重
大
な
る
狀
勢
の
現
出
す
る
に
非̂
れ
ば
、
公
一 

衆
は
何
等
考
量
す
る
所
な/;
>

6

し
や
？
、
未
だ
知
る 

可
か
ら
參
。
組
織
を
有
す
る
團
體
の
み
於
生
產
業
に

| 

干
與
す
る
各
自
の
相
蓝
的
利
益
を
擧
ぐ
る
爲
め
に
、

| 

鑛
山
業
に
當
る
以
外
に
、
何
名
の
を4
考

量

せ

^

る 

名
の
と
す
れ
ば
、H

家
自
ら
第
三
者
の
利
害
を
斟
酌

一 

し
、
彼
等
を
しV

社
會
に
對
す
る
或
る
義
務
に
服
從 

せ
し
^

る
の
手
段
に
出
で
次
る
可
於
ら
岁
。
如
何
な 

.

る
玄
明
國
と
雜
气
«

權
に
し
：て
芬
共
の
害
惡
と
爲

る
場
合
に
、
之
に
制
限
を
加
へ
次
る
ぢ
の
な
し
。
地
中 

u

-i
f

f

l

織
せ
ら
る

.

Sゝ

§

6

V

 

.
叉

之

を

採

る

資
 

本
i

勞
カ

i

の
存
す
る
以
上
は
、
粉
議
に
千
與
チ
る 

當
業
者
舣
一
地
方
の
人
民
を
し
て*

#

寒
^

を
加
ふ 

るU

際
し
て
、
石
炭.

の
缺

.

W
U

苦
ま
し
む
る
於
如
き 

行
動
に
出
づ
る
を
是
認
す
る
能»

屮
。
紛
議
の
當
事 

者

-に

し

て

平

靜

の

，間
1C

、
自
ら
之
を
解
決
す
る
能
は 

麥
と
せ
ん
扔
梵
し
く
國
家
に
其
裁
定
を
訪
す
可
く
、

' 

然
ら
岁
ん
は
他
を
し
て
之
に
當
ら
し
む
可
し
。
吾
人 

.

似
西
部
加
奈
陀
の
■事
情
に
就
て
知
る
所
を
以
て
す
れ 

ば

、
今
同
の
紛
議
の
如
き
、

.

當
事
莕
相
瓦
の
態
度
，が 

旣
往
に
於
け
る
と
趣
を
異
に
す
る
に
至
る
か
、
或
は 

國
家
の
設
立
し‘
把
る
機
關
に
依
て
、
同
盟
罷
業
、
同 

盟
懈
傭
を
誘
致
す
可
き
粉
譏
を
裁
定
す
る
の
方
法
を 

購
せ
S '
'

る
限

6

、
其
再
溃
す
る
乙
と
な
き
を
保
す
る 

能
は
少
。

斯
く V

キ

y
ダ
氏
は
千
九
百
年
诞
に
千
丸
百
三
年
の 

法
律U

依

V
、

加
奈
陀

&

ェ

藥

上

の

粉

議

を

防

北

す

る

>

の
方
法
を
取
れ
るSJ

i

を
擧
げ
、
今
後
行
ふ
可
き
方
策 

1C

就
て
、
左
の
如
く
論
述
し*

6

。

.

和
解
法
竝
に
鐡
道
勞
働
粉a

法
の
制
婼
せ
ら
れ
杧 

る
後
、
後
者
と
略
ぼ
同一

の
趣
意
に

®

き
、
炭
坑
に 

於
け
る
同
盟
罷
業：g

 

y

同
盟
解
傭
に
適
用
せ
ら
る
、 

法
律
の
制
> £

を
告
げ
杧
ら
ん
に
は
、
前
記
二
種
の
法 

律
を
制
定
し̂

る

議

會

.
の

目

的

は

之

を

達

す

る

に

近
 

か
*o

し
な
ら
ん
。
加
奈
陀
に
於
て
、
石
炭
於
眾
に
製
造 

業
r

K r
t

運
輸
業
に
對
し
て
、
必
要
品
^
る
の
み
な
ら 

岁
、
人
民
の
幸
福
竝
に
ま«

の
之
に
賴
る
所
少
な//

>
 

ら
次
る
以
上
は
、
國
家
、

g

傭
者
被
傭
者
旣
存
の
*
利 

を
傷
け̂

し
で
、

j

方
に
公
衆
の
利
益
を
保
護
す
る 

爲
め
に
、
炭
坑U

於
け
る
同
盟
罷
業
傲
に
同
盟
解
傭 

を
防
止
す
る
法
制
を
制
足
す
る
の
必
要
ぁ
る
は
、
明 

白
の
事
實
な6

。
而
し
て
斯
る
目
的
は
彼
の
鐡
遒
勞

' 

働
粉
議
法
に
於•

け
る
於
如
く
、
紛
議
に
關
す
る
諸
問 

题
を
擧
げV

、

.
一
 

®

の
權
能
を
有
す
る
團
體
の
*
®: 

に
記
し
、
其
決
定
を
經
る
ま
で
其
以
前

U

粉
識
を
破

裂
せ
し
め
^
る
者
を
處
罰
す
る
こ
と

〜

す
^
ば
、
之 

を
達
す
石
を
得
べ
し
。
隨
て
吾
人
は
之
を

㈱
双
に
徵 

し
叉
將
來
に
鑑
み
、
饑
會

&

今
囘
の
如
き
粉
議
の
苒 

發
す
る
：
と
を
防
止
し
、
全
國
民
を
し
て
產
業
卜
一
の 

一
平
和
を
享
受
せ
，し
む
る
の
計
畫
を
る
乙
と
を
希 

11
し
て
已
法
梦
。

如
上
.の
報
告
は
千
九
百
六
苹
十
ニ
月
八
日
を
以
<
、 

勞
働
事
務
局
長
，宫
に
送
致
せ
ら
れ
、
同
畏
官
は

T

週
日 

後
の
加
奈
陀
勞
働
塒
報
に
之
を
揭
載
す
るi

同
滕
に
、 

紛
議
解
決
の
，法
律
案
を
識
會
に
提
出
す
.る
の
意
思
を
表 

|

明
し
、
其
後
之
を
提
案
し
、
植
々
の
射
議
を
經
て
、
法 

律
と
爲
れ
る
g

の
を
千
九
百
七
年.のH

業
粉
議
調
靈
法

j

な6
-

V
J

す
。

/

i 

H

業
紛
議
調
査
法
,/
:

就
v

»

、
其
一
端
を
述
べ
パ？

o 

今
之
を
詳
說
せ
ん
に
、
同.ft

は
*

山
、
運
«
交
通
或
は 

•
公
益
事
«

に
關
し
，て
、
紛
議
の
起
れ
る
に
當6

、
同
盟 

權
業
叉
は
同
盟
解
傭
が
合
法
に
行
は
る
、

に

先

允
ち



<

、
事
件
を
和
解
調
査
局
に
報
告
せ
し
め
、
以
て
平
和 

の
解
決
を
期
す
る
？

の

に

し'て
、
賃
鈒
兢
に
勞
働
塒 

問
の
如
き
勞
働
條
件
に
變E

の
加
へ
ら
れ
ん
と
す
る
場 

合
に
は
、
少
な
くi

名
三
十H

I
以
前
の
通
告
を
必
要i
 

し
、
又
斯
る
變
E

沢
粉
譏
の
原
因
と
爲6

V

、
和
解
調 

査
局
の
議
に
上
れ
る
塌
合
に
は
、
其
問
紛
議
當
事
者
の 

關
係
©

從
前
と
相
同
じ
く
、
叉
此
間
兩
當
事
潘
は
同
盟 

褪
業
叉
は
同
盟
解
傭
の
手
段
に
出
づ
可
か
 

ら
次
る
己
1
C 

を
規
定
し
^

6

。
卽
ち
同
法
第
五
條
»「

成
る
紛
饑
が 

傭
*

砬
に
被
®

間
に
存
在
し
、
當
事
者
に
於
て
之
を 

解
決
す
る
能
は̂

る
場
合
に
は
、
當
事
者
の
就
れ/p1 

方
は
和
解
調
査
局
の
組
織
を̂

«

«
務
局
*

宫U

請
求 

し
、
此
法
律
の
規
定
に
從
ひ
、
紛
議
を
同
局
に
通
告
す 

る
を
得」

と
規
定
し
、
觅
に
其
婼
五
十
六
條
以

「

和
解 

調
査
局
に
紛
識
を
通
告
す
名
に
先
だ
ち
、
又
は
其
姐
舍 

中
に
於
て
、
傭
者
於
同
盟
獬
傭
を
爲
し
、
被
傭
者
が
同 

盟
罷H

を
爲
す
こ
と
を
以
て
、
違
法
の
行
爲i

す」

i

規

定

し

^
'
^
。

：

，
を 

'
以
上
の
規
定
に
據6

、
勞
働
事
務
局
*
官
於
紛
議
に 

就
て
通
告
を
受
け
、
紛
議
調
査
法
を
谪
用
す
ふ
理
出
あ 

一
6
 

/
-離
め
把
る
と
き

0

、
十
s
 m

以
內
に
和
解
調
密
局 

一
を
構
成
す
可
く
、
同
局
は
三
名
の
委
員
よ
6

成
ん
.フ
其 

1

名
は
紛
議
に
關
係
す
る
傭
漭
の
推
前
に
依
ろ
、

1

rf 

\

は

被

倔

漭

の

推
B

に
依
6

、
畏
常
之
を
任
命
し
、
他 

\

の一

名
は
上
記
一
一
名
の
委
員
の
推
薦
に
侬6

、
長
官
^
 

\

を
任
命
す
。
ニ«

の
娄
員
'が
他
の
ー
委
岚
の
推
藤
に
就 

\

て
、
意
見
の
一
致
を
缺
き
杧
る
と
き
は
、
丧
宵
は
適
任 

|

者
を
ー1

貝
長
に
任
#

す
可
く
、
#
者
被
傭
者
孰
れ
か

一 

\
方
が
®

員
を
推
薦
せ̂

る
と
き
は
、
長
管
自
ら
適
任
者 

\

を
委
員
に
擧
ぐ
る
を
得
。
和
解
調
沓
：局
に
對
し
て
紛
議 

|

を
通
告
す
る
に
は
、
若
し
名
紛
識
の
解
決
せ
ら
れ
次
6
 

し
場
合
に
は
、
當
事
者
に
於<
同
盟
_

業

又

.
は

同

盟

獬
 

傭
を
敢
行
す
可
く
、
之
を
行
分
に
必
耍
な
る
*
限
の
收 

め
6

れ
^

る
己
と
を
明
に
せ̂

る
可
い
ら
^
。

莉
解
調̂

局

S

紛
11
事
件
を
®

査
す
る
に
當
て
は
、 

兩
當
事
者
を
し<

紛
議
| :
;

公
正
に
、
又
帮
和
の
間
に
解 

決
せ
し
0
る
に
適
當
な
6
と
信
卞
る
提
案
を
爲
し
、
芡 

其
他
の
：手
段
を
取
る
を
得
べ
く
、
然
^p

其n
u

的
を
達
せ 

s'
'

6

し
i
j
き
に
は
、
紛
議
解
決
に
關
す
る
意
見
を
附
し 

て
勞
働
事
務
局
長
官u

1

规
の
事
.件
を
報
告
す
。
和
解 

調
靈
局
は
參
考
人
を
0
喚
し
、
宣
德
の
下
に
答
_
せ
し 

ひ
る
を
得
べ
く
、
必
要
の
場
合
に
は
、
帳
辚
文
番
の
提
出 

を
命
匕
て
、
之
，を
资
一
間
す
る
を
得
。
伹
し
斯
る
方
法
に 

依
て
、
調
査
局
の
知
れ
る
澌
は
其
必
要
と
認
む
る
場
合 

の
外
、
之
を
公
表
せ
卞
。
和
解
調
査
局
の
喚
問
に
應
せ 

少
、
又
其
命
令
に
違
背
し
杧
る
若
に
は
、
|

削
金
を
課
す
。 

前
記
五
十
六
條
の•

規
定
に
反
し
て
、
傭
者
於
同
盟
解
爾 

を
行
ひ
杧
る
場
合
に
は
、
同
盟
解
傭
の
繼
績
す
る
期
問 

1

0
瓦
邪
以
上
千®

以
下
の
割
合
の
罰
金
を
課
し
、
被 

傭
者
奴
间
上
の
規
宛
に
反
し
て
、
同
盟
罷
業
を
行
ひ
^

 

る
場
合
に
は
、
同
盟
褪
業
の
繼«

す
る
期
間
、一

！！：

十 

弗
以
上
五
十
弗
以
下
の
割
合
の
罰
金
を
課
し
、
傭
者
を
，

し
て
同
船
解
傭
を
行
は
し0

る
こ
と
を
卿
說
し
、
援
助 

し
杞
る
卷
若
し
く
は
被
傭
者
を
し
て
同
盟
褪
業
を
行
は 

し
む
る
に
障
様
の
方̂

を
取
れ
る
者
に
は
五
十
^
以 

上

一

千
如
以
下
のI

則
金
を
課
す
。
和
解
調
查
：局
の
下
し 

把
る
解
決
は
當
事
者
に
强
制
的
效
力
を
及
ぼ
さ
す
、
解 

決
の
下
さ
れ̂

る
後
に
於
て
、C©

事

^

は

行

動

の

自

由
 

を
有
ず
と
雖
％
、
和
解
調
赍
局
の
解
決
は
結
局
和
解
裁
. 

判
所
の
下
に
#

裁
條
件
の
基
礎
と
爲6

、
斯
く
て
當
事 

者
を
狗
^
^
る
に
至
る
可e
c

^故
に
、
當
事
者
は
自
ら 

和
解
調
蜜
局
の
解
決
に
服
從
す
る
を
辭
せ^

る
な
6

。 

紛
議
調
査
法
伫
栺
定
せ
らrt
次
る
事
業
と
«

ぞ
、
.
ft
;* 

に
調
靈
周
に
解
汰
を
申
靜
す
る
を
得
べ
し
。

之
を
强
制
仲
裁
法
と
比
較
す
る
に
、
紛
議
調
资
法
に 

は
種
々
の
將
色
の
存
す.
る
を
见
る
可
し
。
郎
ち
紛
識
調 

赍
法
に
於y

は
、
短
期
間
特
殊
のnu

的
を
以
て
、
或
る 

產
業
に
於
げ
る
勞
働
の
停
廢
を
未
定
の
狀
態
に
11

く
こ 

と
を
期
し
て
、
敢
て
此
以
外
に
及
ば
す
、
傭
者
放
に
被 

傭
者
の
契
約
を
■

■

せ
ん
と
す
る
權
利
を
拘
朿
せ
ず
、



M

穴八
八雜

 

錄

庸
者
の
行
は
ん
■と
す
る
經
營
の
細|3
に
.干
渉
せ
'
3'
'
る
と 

同
塒
1C

席
者
の
画
體
若
じ
く
は
職
エ
組
合
の
組
織
に
制 

限
を
設
け
ず
、
唯
社
#
公
衆
を
し
て
兩
當
事
者
に
對
し 

紛
議
解
決
の
方
策
を
示
す
を
得
^
る
や
否
や
を
調
裔
せ 

し
0

る
咬
で
、
暫
滕
同
盟
褪
業
強
に
同
盟
解
傭
を
停
止 

す
る
の
範
圍
に
於
て
社
會
の
紛
饑
に
千
涉
す
る
權
利
を 

合
法
の
名

の
^
ら
し
む
る
の
諸
點
は
紛il
w'
査
法
の
將 

色
と
す
る
所
.に
し<
、
畢
費
斯
の
如
き»

丁
1業
丄
の
紛 

譏
は
之
を
調
る
を
得
べ
く
、
其
調
停
を
期
す
る
に 

は

、

對

議

^

^

を

要

し

事

業

を

停

廢

す

る

以

前

に
討
議 

協
商
を
重
ね
3'
'

る
可
£
ら
岁
と
す
る
の
趣
意
に
基
け
る 

?
の
な
6

0

隨

て

雨

當

事

者

の

承
！！

す

る

於

如

き

決

議 

の
成
立
せ̂

6

し
場
合
に
は
、
當
事̂

‘は
同
盟
罷
*

若
. 

し
く
は
冏
盟
解
傭
に
依
て
、
事
業
を
休
北
ず
る
を
憚
ら 

ず
。
此
一
事
は
强
制#

#

法
に
比
し
<
、
大
に
異
な
る 

所
に
しV

、

然
名
斯
る
狀
態
の
現
出
し̂

る
場
合
に
、 

事
業
叉
は
勞
働
の.繼
續
1C

就
て
、
何
等
當
事
者
に
强
制 

を
如
ふ
る
乙
と

®

く
、
兩
者
の
爲
さ
ん
と
す
る
所
に
一

六n

 

'

任
す
る
财
故
に
、
强
翁
的
手
段
を
以
て
、
產
業
上
に
不 

適
當
な
る
方
法
を
强
务
る
乙
と
な
き
を
得
べ
し
。

四

然
ら
ば
紛
議
調
査
法
は
從
來
如
何
な
る
成
績
を
規
は 

せ
る
か
、
今
千
九
百
七
年
三
月
二
十
ニ
日
法
律
發
布
の 

日
よ
6

千
九
百
十
二
年
九
月11

日
に
至
る
成
績
を
表
示 

す
る
に
左
の
如
し
。

關
係
紛
馨
數

鑛
II
.
I業
、
錄
讓 

炭

坑
 

金

腸

鑛

，
 

述
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道
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業
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以
外
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丨

合 

'訃 

n
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三
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1
逬一
 

E

に
千
九
百
七
年
四
月
ょ6

千
九
百
十
一
年
三
月
に 

至
る
間
に
於
け
る
粉
議
解
決
の
狀
況
を
表
示
す
れ
ば
左

\ 

の
如
し
。
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ー
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四
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ニ
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ニ

三

ニ
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ニ

三

三

旮

一

紛
躐
を
遮
け
た-
3 

る

敷
- 

U

四

紛
讅
を
遞
け
得
一

» ■*

一 六

四 八

四 四

〇 三

一 九  
〇 五

畋
府&

紛
購
■調
査
法
を
制
定
し
允
る
勸
機
の
西
部
加 

奈

陀

炭

坑

地

方

に

於

け

^
勞

働

紛

議

を

解

決

す

る

の

必 

要
に
基
き̂

る
こ
と
曩
に
述
ぺ
祀
る
於
如
く
に
し
て
、 

政
府
は
千
九
百
三
年
の
鐡
道̂
®

紛
議
法
の
精
神
、

&

一
 

般
に
承
離
せ
ら
れ̂

る
と
同
匕
く
、
千
九
百
七
年
の
紛

議
調
鸯
法
の
能
く
尊
重
せ
ら
る
ゝ
に
至
る
こ
i

を
期
し 

把
る
於
如
し
。
然
名
勞
働
者
の
意
嚮
は
政
府
の
期
す
る 

が
如
く
な
る
や
千
九
百
七
年2

月
炭
坑
夫
組
合
の#
»
 

ヵ
ル
ガ
リ
ーU

開
催
せ
ら
れ
、
會
々
紛
議
調
査
法
制
定 

の
報
に
接
す
る
や
。
彼
等
の
多
數
は
同
法
案
を
以
<
、 

傭
者
に
對
す
る
被
傭
者
の
行
動
を
遲
滯
せ
し
め
、
斯
く 

遲
滯
す
る
間
、
傭
者
を
し
て
能
く
事
業
の
休
止
に
就
.

V

 

準
備
す
る
の
餘
地
あ
ら
し
む
る̂P

の
な
.
^
と
の
威
を
懷 

き
、
政
府
を
し
て
K

*

せ
し
む
る
爲
fe

直
に
事
業
を
廢 

棄
し
<

以
<
法
案
の
成
立
を
妨
害
す
可
し
と
の
說
を
述 

ぶ
る
者
あ
6

し
於
、
今
日
に

於
.て

名

倚

ほ

彼

等

の

武

器 

fc
^
Q
同
^

^

を
.阳
-礙
す
る
^P

の
なo

と
^\

る
の
^

あ
く 

る
似
如
く
、
現
に
千
九
百
三
年
の
鐵
道
勞
働
紛
m

法
に 

支
配
せ
ら
る
、
鐡
道
從
業
者
組
合
の
如
き
名
、
新
法
律 

の
適
用
を
受
く
る
に
反
對
しf
c

i

o其
後
鐵
道
從
業
者 

の
態
度
は
聊
か
緩
和
し
杧
れ
ど
名
、
炭
坑
夫
の
意
嚮
は 

依
然
と
し
て
舊
の
如
ふ
、
要
す
る
に
左
の
九
點
を
以

V

、 

粉
議
調
査
法
を
排
历
せ.ん
i

す

る

名

，の

、
如

し

。



1

、
勞
働
者
を
し
て̂
5

?
の
條
件
を
禅
る
最
&
の
肺 

機
を
捉
ふ
る
を
困
難
な
ら
し
ひ
。

.ニ
、
傭
者
、

S

調
沓
：局
の
決
宛
を
报
絕
すQ

三
、
調
査
局
’

g

決
定
を
下
す
に
緩
漫
な6

。

四
、
傭
者
は
合
法
に
同
盟
罷
業
の
行
は
れ
次
る
期
間 

を
刹
用
す
。

五
、
當
事
者
自
ら
各
自
の
爭
議
を
解
決
す
る
權
利
を 

蹂
圆
す
。

六
、
政
府
'

S

調
査
局
の
組
織
を
拒
絕
す
。

七
、
調
®

局
が
偏
頗
な
る
#

質
を
有
す
。

八
、
調
赍
法
に
關
#
し
て
同
法
上
の
判
決
を
伴
ふ
名 

の
あ
-
'
^

九
、
調
査
局
の
決
定
を
解
釋
す
る
方
法
を
缺
ぐ
。 

然
れ
ど
S

上
記
の
反
對
論
に
對
し
て
、
反
駿
を
加
ふ

る
は
、
敢
て
困
難
な
ら
岁"，
第j

の
弗
難
は
粉
•議
調
査 

法

の

根

本

原

則

に

關

す

る

名

の

な

藎

し

職

H

組
# 

に
關
係
す
る
者.の
意
見
を
以
て
す
れ
ば
、
勞
_
者
於
卽 

塒
の
通
吿
に
侬
て
、
直
に
勢
働
を
廢
¥

る
の
自
由
を 收

む
る
を
可
な
6

と
^

。
卽
ち
一
艘
货
物
の
所
有
者
は 

之
を
寶
却
し
、
芡
は
资
却
せ
ぎ
る
に
就
て
、
何
等
制
限 

を
_

ら
^

る
^P

の
な
6

,ど
す
れ
ぱ
ハ
勞
カ
を
寶
却
す
る 

勞
働
者
亦
自
己
の
認»

^

有
刺
於
6

と
す
る
場
合
に
、 

勞
カ
を
實
却
し
、
31
之
を
實
却
せ
次
る
に
就
て
、
他
の 

抑
制
を
受
く
可
き
に
非̂

i

云
ふ
は
、
彼
等
の
®
な
る 

論
據u

し
て
、
勞
カ
に
比
す
る
に
、
小
麥
、
.
石
炭
、
鐵 

其
他
の
貨
物
を
以
て
し
、
&
等
貨
物
の
所
有
者
於
市
場 

ょ
6

其
供
紛
を
絕
把
ん
と
す
る
に
當6

、
三
十
H

以
前 

に
之
を
通
告
し
、
審
査
の
決
定
を
待
つ
を
要
せ
次
る
以 

上
は
、
獨
6

,
勞

カ

に

就

て

特

殊

の

制

限

を

加

ふ

る

，の

理 

由
を
存
せ
夾
と
す4
名
の
な
6

。
此
種
の
議
論
は
勞
働 

爭
議
に
對
す
る
國
家
の
干
渉
を
非
な6

と
す
る
論
者
に 

依
て
常
に
唱
出
せ
ら.
る
、
i

雖
名
、
若
し
S

小
麥
、
石 

炭
、
鐵
其
他
貨
物
の
供
給
に
し
て
社
會
に
危
害
を
及
.ぼ 

す
於
如
く
に
遮
斷
せ
ら
れ
、
或
は
是
等
貨
物
の
外
國
'ょ 

輸
入
せ
ら
る
、こ
i
に
妨

害

の

'加

へ

ら

る

、
場

合

あ
 

り

ん/;
>
、

社

會

は

之

に

對

す

る

自

衞

の

方

法

を

講

访

次

!:

る
可
か
ら̂

。
加
奈
陀
政
府
於H

業
紛
議
調
査
法
を
制 

足
し
^

る
名
の
亦
勞
カ
め
供
紿
の
遞
斷
に
依
て
、
社
會 

に
及

ぼ

す危
險
の
大
な
る
名
のあ

る

を認
め
^
る
が
故 

を
以
て
な
6

。
卽
ち
卽
肪
の
通
告
に
依
て
、
業
務
を
停.
 

廢
ず
る
似
如
き
主
張
行
は
作
ん
於、
事
業
は
存
立
す
る 

に
難

く
Y

然
名
文
明
國
の
社

會
に
於

て

は

、事
業
は
之 

を
存
立
せ
し
め
.3'
'

る

可
4

ら

岁

。玆
に
於
て
於
社
會
於 

傭
者
：

M

に
被
®

に
對
し
て
、
國
法
の
保
護
を
受
け

v

 

業
務
に
就
く
場
合
に
服
從
ず
对
き
條
件
を
示
し
、
其
條 

件
；.の
一

と

し

V
、

公

共

の

.利

害

に

關

係

あ

る

業

務

を

停 

廢

す

る以
前
に
、
通
告
を5?
す

る

己

と

、
す

る

は

、

當 

然
と
ず
可
し
。
而
し
て
職.

H

組
合
於
近
年
行
a

來
れ
る 

所
を
見
名
？
、
敢
て
業
務
に
於
け
る
突
然
の
停
廢
を
爲 

さ
^

、

業

務

停

廢

の

以

前

に

、
.
鮮

論

協

商

を

重

ね

る

の 

事
a?

あ
ろ
と
す
れ
ば
、
加
奈
陀
の
立
法
は
卽
ち
此
原
則 

を
承
け
て
、
之
を
擴
張
し
たる

ぢ

の

：と

見

る
可
く
、
軍 

に
當
事
翁
を
し
て
協

議

成

立

に

努

力
せ
し
む

る

の

み

な 

ら
ず
；

〈

公
^

^

3

:て
_

件
&

澉

曉

繁

め
'
.當
事
'
:

者
の
.偏
見
よ
ぅ
獨
立
し
杧
る
裁
斷
を
以
て
、
事
を
決
せ 

L

o
る
の
和
益あ

.-0
。

郎
ち
加
奈
陀
の
-立
法
於
當
事
者 

を
し
て
必
梦
協
議
に
與
ら
し
め
、
參
考
人
の
召

1
、
文 

一
書
の
提
出
を
命

!̂
、
以V

理
非
を
明
白
な
ら
し
め
んi 

.
す
る
.は
、
如
上
の
躯
意
に
基
く
劣
の
な
6
。

.第〗 
一0
M

#
sl
i l
J

.
ち

傭
者
於
調
赍
局
の
決
定
を
拒
否 

す
る
と
云
ふ
は
事
實
な
れ
ど
《
、

ー
方
に
1

者
亦
之 

を
拒
否
す
る
の
自
由
を
有
し
、
雙
方
に
此
自
由
あ
る
は 

郎
ち
强
制
仰
裁
法
に
比
較
し
て
異
な
る
所
^
る
を
以
て 

此
反
對
諭
は
深
く
顧
み
る.u

足
ら
^
。

第111 、

調
査
局
於
決
定
を
下
す
に
或
る
滕
機
を
要
す 

|

る
は
、1

の
缺
點
并
る
を
失
は
岁
と
雖
名
、
爲
め
f

c

生 

!

梦
る
因
難
他
當
事
者
の,i

方
舣
.攛
害
を
蒙
る
の
故
に
非 

\

ず
し
て
.、
寧
ろ
勞
働
運
動
に
^
激
の
性
質
を
有
す
る
に 

i

至
ら
し
む
る
に
存
す
。
然
充
如
奈
陀
の
多
く
大
西
洋
.よ 

6
太
平
洋
に
一
旦6
て

數

千

_

に

及

ぶ

面

積

を

有

す

る

魄
 

方
に
於
て
、
此
點
に
多
少
の
遲
滞
あ
る
は
之
を
兔
於
る 

可
於
ら
岁
。
法
律
呔
三
十
日
を
以
て
通
昏
の
期
限
と



し
、
此
期
間
に
於v

調

査

局

の

決

定

を

與

ふ

は
 

業
務
の
^

!

^を
許
3

梦
。
三
十
日
の
通
告
期
限
は
或
は 

永
き
に
失
す
る
が
如
し
と
雖
名
、#
隔
な
る
^

方
に
^
 

れ
ゐ
窜
件
に
就
き
、
確
實
な
る
材
料
を
览
集
し
て
、
判 

•斷
を
求
む
る
に
は
、
必
梦
し
名
永
し
と
す
る
能
は
^

る 

の
み
な
ら
^
、
經
驗0
如
は
る
に
隨
て
、
之
を
短̂

^

':

る
を
得
べ
'く
、
殊
に
調
査
局
の
決
定
を
し
て
事
件
に
關 

す
る
中
請
當
塒
に
遡
及
せ
し
む
る
を
得
る
に
於
<.

は
、
.
 

如
上
の
非
難
自
ら
を
綏
和
ず
る
を
得
べ
し
。

.
 

\

第
四
の
反
對
說
に
就V

考
夯
る
に
、
申
請
よ6
決
定 

' 

U

至
る
期
間
を
利
用
す
る
は
、®

6

傭
者
の
み
に
止
ま 

ら

岁

、
•
被

傭

者

亦

然

る

を

得

べ

し

:0

然
於
名
法
律
、が
罰 

金
刑
に
依V

、
雨
者
の
斯
る
所
業
を
禁
ず
る
乙
と
前
記.
 

の
如
く
な
るU

於
て
は
、
此
種
の
反
對
名
亦
消
滅
す
可 

し
。
 

：
:
'

,

第
五
、
當
事
者
を
しV

紛
議
を
解
決
せ
し
む
可
し
と. 

云
ふ
は
、
紛
議
が
他
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
の
寡
少
な 

吝
場
合
に
適
用
せ
ら
る
可
き
譏
諭
な6

。
加
奈
陀
の
如

く
文
明
の
程
度
旣
に
高
く
、
社
會
の

1

局
部
と
他
の
局 

部
と
の
關
係
甚
だ
密
接
に
し
て、
' 1

局
部
に
於
け
る
行 

動
於
他
の
安
寧
と
關
係
す
石
所
大
な
る
場
合
に
、
兩
者 

\

の
意
嚮
投
合
せ
3'
'
る
に
當
6

、：

其
孰
れ
の
一
方
が
靜
Jh 

|

的
狀
雜
に
安
ん
せ̂

る
可
か
ら
少
と
云
ふ
が
热
き
、
韵 

\

底

正

：當

の

議

論

を

以

V
、

之
を
見
る
能
は
梦
。
加
奈
陀 

!

の
立
法
は
漫
ゲ
に
傭
者
被
傭
者
間
に
解
決
せ
ら
る
可
き 

„

問
題
に
^

渉
を
誠
み
ん
と
す
る
ぢ
の
に
非
^
。

.

兩
者
を 

|

し
て
紛
議
を
解
決
せ
し
む
可
き
機
會
を
與
ぺ
、
同
盤
輝 

業
於
、
同
盟
解
傭
於
孰4

が

「

に
依
、ら

次

る

可

か

ら

次 

\

る
狀
勢
に
至
づ
て
干
渉
を
企
つ
る
の
み
？ 

j  
.

第
六
、
政
府
は
滕
に
調
査
局
の
組
織
を
拒
否
す
る
： 

と
あ
る
可
し
と
雖
名
、
從
來
の
事
例
に
據
れ
ば
政
府
は 

妄
に
之
を
拒
否
せ
卞
、
調
査
局
の.組
織
に
就v

寬
大
な 

る
の
傾
あ
6

0

.

、.
第
七
、
調
杳
：局
の
組
織
偏
頗
な
タ
と
稱
せ
ら
る
、
名 

從
來
調
査
局
の
決
定
は
多
く
全
尋
ー
致t

基
き
、
0
0 

長
以
下
傭
者
#

被
傭
者
の
代
表
#

共
.に
.之
を
承
認
し
ぉ

6

。
'若

し

？

偏

頗

の

嫌

ぁ

ヶ

•と
す
れ
ば
、
脖
に
傭
者
の 

側
ょ
6

、
胂
に
被̂

:

の
側
ょ
6

、
.
決

定

か

效

果

を

見 

る
、

S

爲
め
に
し
て
、
必
梦
し
名
常
に
爾
者
の
一
方
に
の
. 

み
私
す
る
？
の
と
云
ふ
能
は
ず.0
,

J 

第

八

、

裁
！
：

所

が

違

法

の

同

盟

罷

業

に

判

決

を

下

す 

に
當
6

、
此
種
の
罷
業
を
援
助
す
る
行
爲
を
罰
す
る
と

j 

き
に
|̂
^

を
非
な
6

と
す
る
の
說
«
屢

々

聞

く
所
に
し

| 

て
現
に
數
多
の
調
査
局
に
於
て̂
^

者
を
代
表
し
て
、

委
-'
«

に
任
選
せ
ら
れ̂

る
ジ
工
ー
、
ジ
ー
、
オ
ッ
ド
ノ 

I

 

| 

ヒ
ユ
ー
氏
の
如
き
此
事
を
痛
論
し
：

y
、

裁

判

所

於

.饑

餓
 

に
瀕
せ
る
罷
業
者
に
ニ
十
五
仙
を
惠
め
る
の
行
爲
を
以
. 

v

W

®

法
の
下u

處
罰
す
可
き
' ^
;

の
i

判
決
し
*

る

匕

j

 

と
を
難
匕
、
其
職
エ
組
合
の
惠
與
金
制
度
に
牴
觸
す
る 

U

至
名
可
き
t

i

を
述
べ
把
6
0然
名
此
點
に
就y

は
、 

今
や
- «

靈
法
第
六
十
條
を
修
疋
す
る
法
律
§̂
出
せ
ち
一 

れ
-

其
通
過
0
曉
4
は

「

職
エ
組
合
ど
組
合
譽
の
間 

に
惠
與
金
を
授
受
す
る
は
、
本
法
に
於
け
る
犯
罪
に
當 

ら
ず」

^

改

茈

せ

ら

る

、

を

以

で

、
如

上

0
_非

難

亦

之

を

除

^

す

る

を
#
べ

し

。

•
第
九
、
.調
査
局
の
.決
定
を
解
釋
す
る
方
法
を
存
せ
次 

る
は
、
調
査
局
&

決

诧

を

；卜

す

と

共

に

、

解

體

す

る

結 

果U

しV
、

法
*

の
■

に
基
く
名
の
と
す
可
しo 

之
を
要
す
る
に
、
調
査
法
に
對
す
る
非
難
は
法
律
の 

理
解
せ
ら
る
\
と
共
に
消
滅
ず
る
名
の
於
、
然
ら
次
れ 

は
法
規
の
.根
本
原
則
を
動
か̂

t

る

程

：度

の

修

正

を

加 

ふ
る
こ
と
に
依
て
、
除
く
を
得
る名

の
i

if

定
す
る
に 

難
か
ら
ず
。

傭
者
は
槪
し
で'調
査
法
に
好
意
を
表
し
、
其
適
用
に 

賛
成
す
る
i

雖
^P、

一
方
に
多
少
の
非
難
を
加
务
る
名 

の
な
し
と
せ̂

。
其
要
點
A

の
如
し
。
：

-
1

、

調

査

局

の

決

定

を

廣

く

勞

働

者

に

傳

達

し

，、

其
 

考
量
を
求
め̂

る
可
か
ら
ず
。

ニ
、
、利
害
關
係
の
偏
サ
る
者
を
調
资
局
の
委
員
杧
ら 

し
む
可
か
ら
ず
。 

三
'
政
府
は
罰
則1
厲
行
す
可
し。

•



四
、
職
工
組
合
を
法
人
團
體
と
し
、
J

i

#
に
損
害 

.

^

對
ず
る
責
任
を
負»

し
め
ま
る
可
-
&ら
#
。.

.:
'

五
、
決
定
を
解®
ず
&
方
法
なs:

る
可
か
ら
卞
。

第

1

は
勞
働
者
恥
調
®

局
に
於
け
る
#

論
の
要
領
を
. 

知
ら
卞
、
全
部
の
決
定
を
通
讀
せ
支
、
單
に
黨
與
の
片 

言
を
聽
き
<
、

誤
解
を
懷
ぐ
の
弊
を
指
摘
し
杧
る
名
の 

に
し
て
、
此
點
.に
就
て
は
政
府
亦
顧
み
各
所
あ6

、
事 

實
诞
に
決
定
を
公
表
す
る
に
至
れ6

。

第

1
1

の

非

難

は̂8

者

侧

の.攻

擊

に

替

へ

允

.る

所

を 

終
じV

、

之
に
當
る
を
得
べ
し
。
第
三
の
非
難
は
要
す 

る
に
、
屯
生
1

者
よ
6

罰
金
に
充
つ
可
き
金
額
を
豫 

鈉

せ

し

む

る

の

意

な

れ

と

名

、
，資

力

缺

乏

せ

る

の

'故

を 

以V

、
高
率
の
賃
銀
を
得
ん
と
し
て
、霞

を

行

ふ

者

よ 

6

斯
る
徵
收
を
爲
す
は
困
難
な6
0
 

.

31
職

エ

組

合0
役 

員
を
所
前
す
る
の
說
あ
れ
ど
名
、
斯
の
如
き
は
勞
働
者 

の
調
蜜
法
に
對
す
る
反
感
を
釀
成
す
る
の
外
に
、
得
る 

所
.な
し
。
第
四
の
點
は
職H

組
合
に
關
す
4

法
制
に
重 

大
な
る
變
萆
を
如
か
る
名
の
に
し
て
、
輕
々
に
斷
定
す

る
能
は
梦
。
第
五
の
點
に
就
て
は
、
涵
に
論
述
し
^
る 

所
の
如
し
。

.

.

.
 

,

' 

.之
を
要
す
る̂

粉
議
調
查
法
の
主
眼
は
當
事̂-
強
に
'
' 

公
衆
を
しy

紛
饑
0

具
0-

を
知
ら
し
め
、
此
知
識
に
基 

き
、
偶
々
發
生
し
把'る
紛
議
に
對
し
<

、
公
平
な
る
判
， 

斷
を
下
3

じ
む
る
の
一
事
に
存
し
、
紛11
の
初
期
に
於 

v

、.
平
靜
な
る
騎
論
梆
究
を'重
构
る
财
爲
め
に
、
同
盟. 

褪
業
、
同
盟
解
傭
を
防
遏
し
得t<
:
る

こ

と

少

な

し

と

せ
 

梦
。
而
し
て
調
丧
法
の
下
に
、
調
査
局
の
組
織
せ
ら
る 

る

1

事
ft

當
事
者
t

し
て
.自
發
的
に
事
件
を
解
決
す
る 

に
努
力
せ
し
む
る
の
效
巣
あ
る
こ
と
？
亦

之

を

觀

め.̂ 

る
可
が
.ら
岁
0

之
を
公
衆
の
見
地
よ6

云
は
ん
於
、
公 

衆
は
同
盟
_

業
若
し
く
は
同
盟
解
傭
に
就
<
何
等
利
益 

す
る
^
5
の̂
.に
非
少
、
調
査
法
に
依
て
、
事
端
を
防
ぐ
は 

彼
等
の
利
益
と
す
る
所
な6

。
傭
者
の
見
地
よ6

云
は 

ん
沪
、
調
赍
法
は
業
務
の
細
目
に
何
等
の
千
渉
を
加
へ 

ず
、
寧
ろ
同
盟
罷
業
を
抑
壓D
、
.
叉

は

其

結

果

を

速

に
 

し

、-'
同
情
的
罷
業
の
發
生
を
杜
絕
し
て
、
業^

の
進
行

を
繼
續
せ
し
む
る
の
利
益
あ6

。
而
し
て
最
後
に
被
傭 

#

の
利
害
に
就
て
考
ふ
る
に
、
波
等
は
調
査
•法
あ
る
於 

故
に
、
正
當
な
る
不
平
を10
:

間
に
公
に
し
、
之
に
對
し 

て
判
斷
を
成
む
る
の
機
會
を
供へ
、
妄
に

同
情
的
擺
業 

に
千
與
せ
次
る
に
至
る
可
し。

•

上
記
報
告
書
に
は
附
錄
と
し

V
、

千
九
百
七
年
の
エ 

■

霞

調

棄

法

、

千

九

百

年

の

'
和
解
法
千
九
百
一
一
一
年
の 

鐡
道
勞
働
紛
饑
法
诞
にH

業
紛
議
調
赍
法y

關
し
て

®

 

出
せ
ら
れ
杧
る
訴
訟
判
決
文
を
添
付
し
杧

6

。
識
く
有 

益
の
文
字
、
有
用
の
法
規
に
し
て
、
工
業
政
策
叉
は
勞
働 

問
®
研
究
者
の
一
靜
せ̂

る̂

か
ら
» '

る
？
の
な

6

。

國

家
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治

體

ネ
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、
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度
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、
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、
自
治
體
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五
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監
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作
用

(

ィ〕

視
察
行
爲 

(

ロ)

要
求
行
爲 

六
、
，動
的
監
督
作
所

(

辽〕

%

前
監
督- 

C

ィ)

認
可 

?

ノ

決

定

■

(

ハ)
e

治
體
の
意
姐
作
成

o

y

:
奮

監

督

：

.(

ィ〕

；
積
遍
的
下
命
行
爲

::.

消
極
的
■下
命
象
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(

ハ)

逋
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解
散
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び
懲
戒
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-

'
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